
　

電
鉄
須
屋
駅
に
隣
接
し
て
い
る

須
屋
支
所
が
、平
成
25
年
２
月
12

日（
火
）（
予
定
）に
須
屋
市
民
セ
ン

タ
ー
１
階
事
務
所
部
分
に
移
転
し

ま
す
。
業
務
内
容
や
直
通
電
話
番

号
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

須
屋
支
所　

　

☎（
３
４
５
）４
４
０
０

　

12
月
31
日
現
在
で
平
成
24
年

工
業
統
計
調
査
が
行
な
わ
れ
ま

す
。
12
月
か
ら
平
成
25
月
１
月

に
か
け
て
製
造
事
業
所
に
担
当

調
査
員
が
伺
い
ま
す
。
調
査
票

の
内
容
は
統
計
法
に
基
づ
き
秘

密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
。
調
査
へ

の
ご
協
力
と
正
確
な
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

企
画
課（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
８
１
３

35
・
40
・
50
・
60
・
65
歳
の
人

※
事
前
に
個
別
通
知
し
て
い
ま
す
。

▼
期　

間　

12
月
末
日
ま
で

▼
内　

容　

お
口
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、歯
肉

検
査
、ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導

▼
場
所　

市
内
委
託
歯
科
医
院

▼
料
金　

無
料

▼
持
参
品　

事
前
通
知
し
た
は
が
き
、健
康

保
険
証

※
は
が
き
を
紛
失
し
た
人
は
、ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
推
進
課　

　

健
康
推
進
班（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

　

保
健
師
が
、妊
婦
の
体
調
な
ど

を
聞
き
な
が
ら
母
子
健
康
手
帳

の
使
い
方
や
妊
婦
健
康
診
査
に

つ
い
て
説
明
を
行
な
い
ま
す
。

▼
と
き

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
平
日
の
み
）

▼
と
こ
ろ

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

※
健
康
育
児
相
談
で
も
交
付
し

て
い
ま
す
。
日
時
な
ど
は
27

ペ
ー
ジ
の
お
知
ら
せ
カ
レ
ン

ダ
ー
、健
康
づ
く
り
事
業
計
画

インフォメーション I N FO RMA T ION

お
知
ら
せ

　

12
月
29
日（
土
）か
ら
平
成
25
年

1
月
3
日（
木
）ま
で
、パ
ス
ポ
ー

ト
窓
口
は
お
休
み
に
な
り
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
か
ら
交
付
ま

で
11
日
間
必
要
で
す
。（
土
・
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
は
含
み
ま
せ
ん
）

十
分
に
余
裕
を
持
っ
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
３

　

所
得
税
確
定
申
告
ま
た
は
市
町

村
の
住
民
税
申
告
の
社
会
保
険
料

控
除
を
受
け
る
場
合
に「
国
民
健

康
保
険
税
納
付
済
通
知
書
」が
必

要
な
人
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

健
康
づ
く
り
推
進
課（
西
合
志

庁
舎
）、泉
ヶ
丘
支
所
、須
屋
支
所

で
の
発
行
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

税
務
課
市
税
班（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
４

▼
受
給
資
格

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要

介
護
認
定
に
よ
り
、要
介
護
４

ま
た
は
要
介
護
５
と
認
定
さ

れ
た
在
宅
高
齢
者
を
平
成
24

年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
６
カ
月
以
上
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
人（
同
居
、別

居
は
問
い
ま
せ
ん
）で
、次
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
が
、平
成
25
年
1
月
1
日

現
在
本
市
に
居
住
し
、か
つ
、

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

②
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
の
属
す
る
世
帯
が
、平
成

25
年
１
月
１
日
現
在
、市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
っ
て
、

過
去
１
年
間
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス（
年
間
７
日
以
内
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を

除
く
）を
受
け
な
か
っ
た
人
を

介
護
し
て
い
る
こ
と
。

③
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
の
属
す
る
世
帯
が
生
活

保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯

で
な
い
こ
と
。

▼
慰
労
金
の
額

月
額
１
万
円（
年
額
12
万
円
を

限
度
と
し
て
３
月
に
支
給
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

支
給
申
請
書
、印
か
ん
、受
給

資
格
者
本
人
の
口
座
が
分
か

る
も
の

▼
申
請
期
間

平
成
25
年
１
月
４
日（
金
）〜

31
日（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
者
支
援
課

　

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
２
４

▼
受
給
資
格

身
体
障
害
者
手
帳
１
種
１
級

ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
所
持

者
で
寝
た
き
り
の
人
を
平
成

24
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
６
カ
月
以
上
在
宅

で
介
護
し
て
い
る
人（
同
居
・

別
居
は
問
い
ま
せ
ん
）で
次
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、本

市
に
居
住
し
、か
つ
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人

②
受
給
資
格
者
と
障
が
い
者
の
属

す
る
世
帯
が
平
成
25
年
１
月
１

日
現
在
、市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
で
あ
っ
て
過
去
１
年
間
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な

か
っ
た
人（
年
間
７
日
以
内
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除

く
）を
介
護
し
て
い
る
人

③
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労

金
の
受
給
資
格
者
で
な
い
人

④
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な

い
人

▼
手
当
の
額

月
額
１
万
円（
年
額
12
万
円
を

限
度
と
し
て
３
月
に
支
給
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

支
給
申
請
書
、印
か
ん
、受
給

資
格
者
本
人
の
口
座
が
分
か

る
も
の

▼
申
請
期
間

平
成
25
年
１
月
４
日（
金
）〜

31
日（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

障
が
い
福
祉
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
４
９

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
聴

覚
障
が
い
の
あ
る
児
童
の
音
声
言

語
能
力
の
向
上
や
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
の
成
長
が

図
ら
れ
る
よ
う
補
聴
器
購
入
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

18
歳
未
満
の
人

①
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る

こ
と
。

②
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
ｄ

Ｂ
以
上
70
ｄ
Ｂ
未
満
で
、身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と

な
ら
な
い
人

③
補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
言
語
の

習
得
等
一
定
の
効
果
が
期
待
で

き
る
と
医
師
が
判
断
す
る
人

▼
助
成
内
容

新
た
に
補
聴
器
を
購
入
す
る

経
費
ま
た
は
耐
用
年
数
経
過

後
に
補
聴
器
を
更
新
す
る
経

費
で
市
長
が
必
要
と
認
め
る

額
と
基
準
価
格
を
比
較
し
て

少
な
い
方
の
額
の
３
分
の
２

の
額
を
助
成
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

障
が
い
福
祉
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）　　
　

　

☎（
２
４
２
）１
１
４
９

　

歯
周
疾
患
の
予
防
に
は
専
門

家
に
よ
る
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク

が
必
要
で
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象　

平
成
24
年
４
月
１
日
時
点
で

表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
物

印
か
ん
、医
療
機
関
か
ら
発
行

さ
れ
た
妊
娠
届
出
書

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
推
進
課　

　

健
康
推
進
班（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

　

夜
間
の
子
ど
も
の
急
な
病
気

へ
の
対
応
や
応
急
処
置
な
ど
を

相
談
で
き
る
窓
口
で
す
。

▼
相
談
時
間　

毎
日
、夜
間

　

午
後
７
時
〜
午
前
０
時

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

☎
♯
８
０
０
０

※
た
だ
し
、
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
・

Ｉ
Ｐ
電
話
・
光
電
話
か
ら
は

　

☎（
３
６
４
）９
９
９
９

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

本
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

額
は
、月
額
１
４
、９
８
０
円
で

す
。
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料

は「
社
会
保
険
料
控
除
」と
し
て

全
額
控
除
の
対
象
と
な
り
、税
金

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
納
付
が
お
済
で
な
い
人

は
、金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

【
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご

案
内
に
つ
い
て
民
間
委
託
を
実

施
し
て
い
ま
す
】

　

過
去
２
年
以
内
の
国
民
年
金

加
入
期
間
の
う
ち
、保
険
料
納
付

の
確
認
が
で
き
な
い
期
間
が
あ

る
人
に
、次
の
委
託
事
業
者
か
ら

電
話
や
文
書
、訪
問
に
よ
り
納
付

の
案
内
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、従
来
国
が
行
な
っ
て

い
た
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納

業
務
の
一
部
を
民
間
委
託
業
者
に

委
託
し
、低
コ
ス
ト
で
よ
り
良
い

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
て
い
る

も
の
で
す
。
民
間
委
託
の
詳
細
は
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://nenkin.go.jp/

）で
確
認

で
き
ま
す
。

▼
委
託
事
業
者

　

キ
ャ
リ
ア
リ
ン
ク
㈱

　

1
０
１
２
０（
９
２
５
）９
９
７

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
西
年
金
事
務
所

　

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

　

国
民
年
金
基
金
は
、国
民
年
金

（
老
齢
基
礎
年
金
）に
上
乗
せ
す

る
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

・
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

で
、保
険
料
を
納
め
て
い
る
人
が

加
入
で
き
ま
す
。（
農
業
者
年
金

加
入
者
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
）

・
掛
金
は
性
別
、
加
入
す
る
時
の

年
齢
や
加
入
す
る
型
で
決
ま
り

ま
す
。

・
掛
金
は
、
全
額
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
国
民
年
金
基
金

　

☎（
３
８
７
）２
２
２
０

　

1
０
１
２
０（
６
５
）４
１
９
２

　

専
門
医
が
最
新
の
医
療
情
報

を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、診
断
と
治

療
や
予
防
法
に
つ
い
て
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
ま
す
。

▼
と
き

　

平
成
25
年
１
月
20
日（
日
）

　

午
後
１
時
〜

▼
と
こ
ろ

　

熊
本
再
春
荘
病
院

　

多
目
的
ホ
ー
ル

▼
内
容

　
「
あ
な
た
の
お
腹
は
大
丈
夫
？
」

※
参
加
費
無
料
。
申
込
不
要
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
再
春
荘
病
院

　

☎（
２
４
２
）１
０
０
０

工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

年
末
年
始
の
旅
券
申
請
受
付

交
付
に
つ
い
て

在
宅
高
齢
者
家
族

介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
納
付
済

通
知
書
の
発
行
に
つ
い
て

聴
覚
障
が
い
児
補
聴
器

購
入
費
の
一
部
を
助
成

歯
周
疾
患
検
診
は

お
済
み
で
す
か

在
宅
身
体
障
害
者
等

介
護
者
手
当
を
支
給
し
ま
す

須
屋
支
所
が
須
屋
市
民
セ
ン
タ
ー

内
に
移
転
し
ま
す

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

IN
F
O

R
M

A
T
IO

N

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

小
児
救
急
電
話
相
談

国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て

年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

再
春
荘
健
康
講
座
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